
 

 

【資料 23追記】 

※建築後の「経過年数」は、令和８年４月現在 

 野村中学校：令和６年度 12条検査：指摘事項なし 

 

【参考：学校施設の法定耐用年数】 

   減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号） 

  において、建物の構造・用途別に定められており、鉄筋コンクリート造の学校用のもの（体育館を含む。）は 47年（平成 10年

度改正）とされています。 

学校名 校舎等 建築年月 経過年数 耐震性 工事履歴 R8 R13 R20 拠点校にするにあ
たっての懸念事項 

野村中 管理棟 S47.3 54年 〇 平成 12年度 

 大規模改修（老朽化対策） 

  耐震改修 

令和４年度 

 外壁全面改修 

145人 102人 49人 配管・水回り 

普通教室棟 S47.3 54年 〇 

特別教室棟 S47.3 54年 〇 

渡り廊下棟 
S47.3 54年 〇 

技術教棟 S47.12 53年 〇 平成 23年度 

 耐震改修 屋内運動場 S48.5 52年 〇 

城川中 

管理棟 H12.11 25年 〇 

 47人 35人 ９人 
特別支援教室の

配置 
教室棟 H12.11 25年 〇 

屋内運動場 H12.10 25年 〇 


